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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】令和1年10月10日(2019.10.10)

【公開番号】特開2019-141476(P2019-141476A)
【公開日】令和1年8月29日(2019.8.29)
【年通号数】公開・登録公報2019-035
【出願番号】特願2018-30520(P2018-30520)
【国際特許分類】
   Ａ６３Ｆ   7/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６３Ｆ    7/02     ３２０　
   Ａ６３Ｆ    7/02     ３０４Ｄ

【手続補正書】
【提出日】令和1年8月13日(2019.8.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技者にとって有利度が異なる複数の設定値のうちいずれかの設定値に設定可能な遊技
機であって、
　操作手段と、
　遊技機への電源供給が開始されたときに前記操作手段が操作されたことにもとづいて、
設定値を変更するための設定値変更処理を実行可能な処理実行手段と、
　前記操作手段の状態がオフ状態からオン状態に切り替わったことにもとづいて、前記操
作手段が操作されたと判定可能な判定手段と、を備え、
　前記処理実行手段は、前記設定値変更処理において、前記判定手段によって前記操作手
段が操作されたと判定されたことにもとづいて設定値を変更可能であり、
　前記判定手段は、前記設定値変更処理が開始されたときの初回の前記操作手段の状態を
オン状態として、前記操作手段が操作されたか否かを判定する
　ことを特徴とする遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００２】
　遊技者にとって有利度が異なる複数の設定値のうちいずれかの設定値に設定可能に構成
されたパチンコ遊技機として、例えば、特許文献１に記載されたものがある。特許文献１
には、ＲＡＭクリアスイッチが操作され、設定キースイッチがオン状態であれば、初期設
定２が実行され、抽選確率を変更することが記載されている。また、設定キースイッチは
、設定スイッチを有効するために使用され、設定スイッチが示す設定１～３に対応した特
図の当り抽選確率が設定されることが記載されている。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００３
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１７－６０５４６号公報
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１に記載の遊技機にあっては、遊技者にとって有利度が異なる
複数の設定値のうちいずれかの設定値に設定可能に構成した遊技機において、必ずしも適
切に処理を行うことができないおそれがある。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
　この発明は、遊技者にとって有利度が異なる複数の設定値のうちいずれかの設定値に設
定可能に構成した遊技機において、好適に処理を行うことができるようにすることを目的
とする。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　本発明による遊技機は、
　遊技者にとって有利度が異なる複数の設定値（例えば、設定値「１」～設定値「３」）
のうちいずれかの設定値に設定可能な遊技機であって、
　操作手段（例えば、クリアスイッチ）と、
　遊技機への電源供給が開始されたときに前記操作手段が操作されたことにもとづいて、
設定値を変更するための設定値変更処理を実行可能な処理実行手段（例えば、遊技制御用
マイクロコンピュータ１００におけるステップ１５０ＩＷＳ０３９～Ｓ０４２を実行する
部分）と、
　前記操作手段の状態がオフ状態からオン状態に切り替わったことにもとづいて、前記操
作手段が操作されたと判定可能な判定手段（例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ１
００におけるステップ１５０ＩＷＳ０４１を実行する部分）と、を備え、
　前記処理実行手段は、前記設定値変更処理において、前記判定手段によって前記操作手
段が操作されたと判定されたことにもとづいて設定値を変更可能であり（例えば、遊技制
御用マイクロコンピュータ１００は、ステップ１５０ＩＷＳ０４１でＹのとき、ステップ
１５０ＩＷＳ０４２を実行する）、
　前記判定手段は、前記設定値変更処理が開始されたときの初回の前記操作手段の状態を
オン状態として、前記操作手段が操作されたか否かを判定する（例えば、遊技制御用マイ
クロコンピュータ１００は、ステップ１５０ＩＷＳ０３６でＮのとき、ステップ１５０Ｉ
ＷＳ０３７を実行する）
　ことを特徴とする。
　そのような構成によれば、遊技者にとって有利度が異なる複数の設定値のうちいずれか
の設定値に設定可能に構成した遊技機において、好適に処理を行うことができる。すなわ
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ち、操作手段（本例では、クリアスイッチ）が継続して押下されている状態であるにもか
かわらず、意図せず設定値を変更してしまう自体を防止することができ、好適に処理を行
うことができる。
　（１）また、本発明による遊技機の他の態様は、
　遊技者にとって有利な有利状態（例えば大当り遊技状態）に制御可能な遊技機（例えば
パチンコ遊技機１）であって、
　前記有利状態に制御されることを示唆する示唆演出（例えばリーチ演出）を実行可能な
示唆演出実行手段（例えば演出制御用ＣＰＵ１２０）と、
　前記示唆演出に対応したタイトルを報知可能なタイトル報知手段（例えば演出制御用Ｃ
ＰＵ１２０）と、を備え、
　前記タイトル報知手段は、前記示唆演出の開始から所定期間経過したときに当該示唆演
出に対応したタイトルを報知可能である（例えば図９（Ｄ）、（Ｆ））。
　このような構成によれば、演出効果を高めることができる。
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